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【問合先】　国東市農業委員会　☎０９７８ー７２ー５１７６

ケーブルテレビのデジアナ変換サービスは
２０１５年３月１０日で終了します
ケーブルテレビのデジアナ変換サービスは
２０１５年３月１０日で終了します
アナログテレビでご視聴の方はデジタル受信のご準備をお急ぎください

デジアナ変換とは 　総務省からの要請を受け、ケーブルテレビ事業者がデジタルの電波をアナログに変換し、
アナログテレビでも地デジが一定期間見られるようにしたサービスです。

ブルーバックの実施
　総務省からの要請により、11月28日㈮午前10時から正午の間、デジアナ変換chの内、
NHK（総合・教育）と県内民放（OBS・TOS・OAB）及び国東市自主放送チャンネルを
ブルーバック（青画面）に変更し、視聴者の皆様へデジアナ変換終了の周知をおこない
ます。（福岡民放のFBS・TNC・TVQは通常の番組を放送します）

【問合先】　国東市ケーブルテレビセンター（広報室ケーブルテレビ係）☎0978-73-0200

引き続き、地上デジタル放送をご覧いただくために、地デジの準備をお願いします。
地デジを受信するためには、次のいずれかの対応が必要です。

① デジタルテレビに買い替える。
② 地上デジタル放送対応の録画機器又はチューナーを購入する。

　現在お使いのアナログテレビ（ブラウン管テレビ）に接続して視聴します。
　録画機器又はチューナーの接続には、アナログ出力端子が必要です。

ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯への
チューナー給付制度

　ケーブルテレビなどで、『デジアナ変換』により
地上デジタル放送を視聴している世帯に対し、簡易
な地デジ放送対応チューナー１台を無償給付します。

対　象　世　帯　ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯
支援の内容　簡易なチューナー１台無償給付（テレビは給付しません）

現物支給でお住まいに郵送されます。なお、ご自身で設置してください。
申　込　方　法　必要事項を記入した申込書と必要書類を、総務省地デジチューナー支援

実施センターに郵送してください。（地デジチューナー支援実施センター
に連絡いただければ、申込書等を送付します。）
電話 0570-034-037（ナビダイヤル）　平日の９時から17時まで

申　込　期　限　平成27年２月27日

２施設同時管理の募集要項は、国東市ホームページをご覧ください。

指定管理者を公募します
　国東市では、２つの施設を同時に管理できる管理事業者を公募します。管理運営について
創意工夫のある提案をお待ちしています。
　指定管理者制度は、公の施設の管理を、民間の事業者の有するノウハウを活用することに
より、サービスの向上と経費の削減につなげようとするものです。

【問合先】　農政課　農政係　☎０９７８－７２－５１６７

施設名称 場　　所
国東市国見農産物直売所（道の駅くにみ）

国東市くにみオートキャンプ場
国東市国見町伊美４２５２の１番地
国東市国見町伊美３８６３番地１　

道の駅くにみ・くにみオートキャンプ場
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新新 安心した老後の生活を送るために、

　　新農業者年金に加入しませんか？

新農業者年金は、自分が積み立てた保険料とその運用益で年金額が決まる年金です。
少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。

加入できる方
・20歳以上60歳未満の方
・国民年金の加入者（免除中の方は除きます）
・年間60日以上農業に従事する方

毎月の保険料の額
・２万円から６万７千円まで（千円単位でご自
身で決められます）経営状況に応じていつで
も見直せます。
・要件を満たす農業の担い手となる方には、国
から保険料補助があります。

税制上の優遇処置があります
・支払った保険料は全額が社会保険料控除の対
象となり所得税・市県民税の大きな節税につ
ながります。　

終身年金のうえ80歳までは保証付き
・65歳から生涯受給できます。
・80歳前に亡くなった場合は、80歳までに受
け取れるはずだった老齢年金が死亡一時金と
して遺族に支給されます。

経営移譲年金の受給要件は大丈夫ですか？
　経営移譲年金を受けている方が次に該当しているときは、
経営移譲年金は支給停止になりますので、農業委員会にお
申し出ください。

１．農地を買ったり、借りたり、または貸付地の返還を受
けて農業を再開したとき
（個別所得補償・転作助成金の受取はできません）

２．農業生産法人の社員、組合員または株主になったとき
３．貸し付けして、経営移譲した農地の返還を受けたり、
移譲者がその権利を他の者に移転または設定したり、
耕作放棄したとき

アストくにさき内のテナント募集

　くにさき総合文化センター（アストくにさき）のテナントを募集します。

　文化ホール、図書館等を備えた複合施設にふさわしいサービス提案を広く求め、審査の上、

入居を決定します。入居を希望される方は、以下の要領によりお申し込みください。

【募集業種】
飲食業（喫茶、軽食等）

【入居（使用許可）条件、使用料金】
社会教育課までお問い合わせください

【契約期間】
契約日の翌日から平成27年３月31日まで
（原則として平成27年３月31日までとしますが、運営状
況等により更新あり）

【申込資格】
・個人・法人は問いません。自ら営業するた
めの店舗・業務施設を必要とし、別途定め
る条件を承認、遵守することができること。
・営業に関し必要な許認可、免許等を有する
こと。
・国税、地方税を完納していること。

【申込方法】
申請書等を受付期間中に社会教育課へ提出し
てください。後日、入居条件の説明会を開催
します。
【受付期間】
11月17日㈪～12月１日㈪

【申請受付、問合先】
社会教育課 管理係（アストくにさき１階）
☎０９７８－７２－２１２１

※ブルーバックの内容…「ご覧のデジアナ変換サービスによる放送は、2015年３月10日に終了します。
　　　　　　　　　　　　デジタル放送の準備をお急ぎください」と表示されます。

2015年
3月10日終了


